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 「道の駅」は、「休憩機能」「情報発信機能」「地域の連携機能」の３つの機能が登録要件

になっているが、多くの「道の駅」では「地域の連携機能」である物販コーナーが賑わい、

「情報発信機能」である情報コーナーは閑散としているのが見受けられる。立派な情報発信設

備を備えていても「情報更新が行われているのか…？」「パンフレットを無造作にラックに並

べていないか…？」など利用者の目線で「情報発信機能」の活用状況をチェックし、「道の

駅」からより地域の奥に入ってもらう仕掛けや、地域が活性化するような情報発信のあり方に

ついて検討し、少しの工夫で情報提供施設の利用者を増加させた事例を紹介するものである。 
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1.  はじめに 

国道２７号沿いの道の駅「和
なごみ

」は、京都市と舞鶴市

のほぼ中間の山間部に位置しており、夏季は京阪神から

舞鶴・若狭方面への海水浴や、山間部でのキャンプ・カ

ヌーなどのレジャーのための交通量が多く、冬季は雪害

指定区間に入っている。 

京都縦貫自動車道の一部区間である丹波綾部道路のう

ち、未供用区間である丹波IC～京丹波わちIC間が繋がれ

ば、国道２７号の交通量（Ｔ22＝約７，７００台／日）

が減少することは間違いない。京都縦貫自動車道の全線

開通による現道交通の減少は、地元の京丹波町において

も危機感をもっており、道路開通までに地域活性化への

取り組みを行うことがカギとなると考えている。 
 そこで、既存施設である「道の駅」の「情報発信機

能」を有効活用して地域の魅力も発信していくこととし

た。そのためには、情報発信の現状を分析し、地元の町

や商工会・観光協会などの関係機関の協力も得て、少し

の工夫で利用者が約３倍になるなど、大幅な改善効果が

得られたので紹介する。 
 

2.  道の駅「和
なごみ

」の現状 

 (1)   概況 
 ・登録：1997年10月22日（一体型整備） 
・所在地：国道２７号京都府船井郡京丹波町坂原上 
・駐車台数：68台（大型8台、小型60台）、 
・トイレ：男性23器、女性13器、身障者3器 
・開設時間：８：３０～１８：３０ 
・休館日：火曜日（祝日の場合は水曜日） 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 道の駅「和」の位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休日は賑わい、駐車場も満車になる。 

図-2 道の駅「和」の状況 
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２７

情報提供施設

「道路情報センター」

地域振興施設

←至 福知山
至 京都→

トイレ

駐車場

広場

(2)   施設の配置状況 
駐車場から見て、左側にトイレ棟、正面中央に「物産

館」があり、物産館の中には地域で採れた農産物の販売

所やレストランがある。 
そして、物産館の右側に「道路情報センター」と表示

された「情報館」という配置である。 
人の動線としては、駐車場→トイレ棟→物産館→駐車

場の流れが主流となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (3)   施設の利用状況 
図-4のとおり、地域振興施設「物産館」は賑わってい

るが、情報提供施設「情報館」は閑散としている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

図-4 賑わう物産館(上)と閑散とした情報館(下) 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

大型案内看板(構内の施設配置図と周辺の観光案内) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

施設の説明サイン 

 

 
 
また、図-5のとおり「情報館」の施設表示が「道路情

報センター」であり、何の施設かわかりづらい。 
情報館の内部についても、故障等により使用されてい

ない機器が並んでいる。 

             
 
 
 
 
              
              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 故障中の情報端末機器 

 

使われていない６面マルチビジョン 

図-5 情報館の施設表示と内部の機器 

 この施設は、国土交通

省近畿地方整備局が道

路事業により整備したも

のです。 

歩行者の動線上にはな

く、建物の説明にもなっ

ていない。 

図-3 施設の配置状況 
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７／６ 改善効果を検証するため入館者カウンターを設置

（道路情報センター入口、特産館和入口）

道の駅、道路情報センター職員によるカウント調査開始

８／１ 改善整備実施

９／１２ 第３回ワーキング開催。 改善効果を検証

７／２０ 第２回ワーキング開催。 改善対策を立案

６／２１ 道の駅「和」を活用した地域活性化検討会開催（ワーキング合同）

課題１
情報施設の設置場所が、地域振興施設やトイレから離れ
ており、駐車場からの動線は孤立している。

課題２

情報提供施設の名称が「道路情報センター」となっており、
道路情報を発信している事務所のように見える。

課題３

構内に「道路情報センター」への案内や利用に関する説
明が全く無い。

課題４

情報端末は、道路財源使途見直し論の時代に使用を停
止し、その後内容が古くなり使用停止が現在も継続。６
面マルチビジョンの前面はギャラリーになっている。

課題５

道路情報センター館は、８：３０～１８：３０が開館、時間
外は施錠され入館はできない。（火曜日休館、８月は休
館日なし）時間外での情報発信の工夫もされていない。

課題６

４面のラックに組織毎にパンフレットが並べられているが、
観光パンフや事業紹介パンフ、イベントパンフ等々が混
在している。

課題７
災害時や冬季の道路情報、普段の工事規制などの道路
に関するリアルタイム情報の発信が行われていない。

改善方策１
構内サインの充実
・物産館やトイレへの動線上に情報館への案内
・提供している情報の具体内容も簡潔に案内に盛込む

改善方策２
「道路情報センター」の名称変更の検討
・例）「情報ｺｰﾅｰ・休憩ｺｰﾅｰ」「案内所・休憩所」

改善方策３

情報端末の改修

・操作性、内容更新の汎用性（事務所からの遠隔操作
による更新等） 、ランニングコストなどを考慮し改

修を行う。

・閉館後、ガラス越しの情報提供など、端末機の設置
場所について工夫を行う。

改善方策４
地域情報発信の体制

・どの様な情報を誰が集め、どの様に発信するのか
（パンフレットにするのか端末装置で発信するのか）

検討し実行に移せる体制を構築する。
・パンフレット並べ方についても利用者の興味を引く

方法について、利用者の目線で検討を行っていく。

改善方策の実施にあたっては、効果検証の方法を決めておく。
・人感センサーによる入館者数の把握
・パンフレットの捌け数 …等々

3.  情報発信機能の改善に向けて 

(1)   検討会の設置 
 情報発信機能の改善に向け、検討会を設置した。取り

組みの経緯を図-6に示す。また、検討会のメンバーは

表-1のとおりである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-6 取り組みの経緯 
 
(2)  改善方策の検討 
 検討会において、情報発信機能の改善方策を検討した。

検討内容を図-7に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3)  改善実施 
８月１日に、以下の改善方策を実施した。 

①無料で休憩できる施設とわかるよう横断幕を設置 

②トイレの洗面所などにＰＲサインを配置 

③特設ブースの設置 

④パンフレットやマップの置き方・見せ方を工夫 

 それぞれの方策について、図-8,9,10,11に示す。 

 
 

 

 

表-1 検討会のメンバー 
京都府：南丹広域振興局（企画・観光部署） 

京丹波町：副町長、観光協会、商工会 

道の駅「和」駅長 

道路管理者（福知山河川国道事務所長他）事務局 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

検討会の一場面（「和」於て） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

図-8 横断幕の設置 

改 善 

図-7 改善方策検討内容 
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図-9 トイレ洗面所へのPRサイン配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 

・  

図-10 特設ブースの設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-11 パンフレットやマップの置き方・見せ方を工夫 

 

(4)  効果の把握方法 

 改善方策の効果把握するため、以下の方法を実施した。 

①人感センサーを入口に設置し、人の出入りを対策前

後で比較を行う。（図-12） 

②指標となるパンフレットやマップを５種類定め、対

策前後の捌け数の比較を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

図-12 物産館と情報館の入口に設置した人感センサー 

4.   改善結果及び効果分析 

７月の改善前と８月の改善後の入館者数を比較すると、

「物産館」の８月の入館者数は、１．３倍になった。こ

れは、夏休み効果と考えられる。 

そして「情報館」は、平日で２．５倍、休日では３倍

になった。これは、夏休み効果を上回る改善対策の効果

の発現があったと言える。 

また、指標としたパンフレット・マップ５種類の捌け

数も約３倍であった。 

 図-13に８月の日曜日の「情報館」の状況を、図-14に
１日平均の入館数の比較を、図-15に指標パンフレット

等の捌け数を示す。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図-13 ８月の日曜日の情報館の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-14 １日平均の入館数の比較 

案内所・休憩所にとっておきのドライブマップ・地域情報があります 

地域のグループによる 

写真展など作品展示コーナー 

地元の町の地域の季節の 

イベント情報発信コーナー 
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同一パンフの陳列

リピーター向けの情報
発信が弱い・・・等

京丹波町
観光マップ

910冊

ぐるっと
和空間
315冊

南丹市
あったか便り

625冊

ＴＡＮＧＯ
ＭＡＰ
631冊

ぶらり
和知川紀行

210冊

８月のパンフレット・マップの捌け数も約３倍！ 

 

 

 

 

 

 

図-15 指標パンフレット等の捌け数 

 

5.   まとめ 

「道の駅」の施設配置として、人の動線上から外れた

情報提供施設は、再度施設配置を変更することが現実的

には非常に難しいため、計画当初から動線を考慮した施

設配置にするべきである。 

しかしながら「和」のように既に動線が考慮されずに

出来てしまっている「道の駅」では、いかに「情報発

信」の施設に来館してもらえるのか。 

今回一つの案として、サインや情報の見せ方を工夫す

ることで一定の効果の発現があった。これは同様な施設

配置の「道の駅」にも参考になりうると考える。 

なお、情報は“生もの”であり、長期間同じ情報が流

されていたり、例えば、冬場に海水浴のパンフレットが

置いてあると、来館者はすぐに情報コーナーの鮮度は低

いと判断するであろう。 

今回の改善後においても、図-16に示すとおり、８月

の上旬と下旬を見比べると、徐々に減少傾向にあると感

じられる。 

“生もの”である情報の鮮度を保つには、以下の点が

考えられる。 

・情報更新の体制を構築する 

・最新の地域情報を引き出すための地元関係者の積極

的な参加と協力が不可欠 

・カーナビが普及した今でも紙ベースのマップは人気

があり、情報発信の有効な媒体である（鮮度の良

いマップは、必須アイテム） 

これらを実践しつつ、広域的に連携を行い、情報の鮮

度を保つことが情報発信の基本であると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-16 情報館立ち寄り率の推移 

今後、「道の駅」を拠点に地域を周遊してもらえるよ

うな新鮮な情報を素速く発信することで、情報館への来

館者も増え、地域活性化への一助になると考えていると

ころである。 

 

なお、図-7における改善方策３の情報端末の改修と閉

館後のガラス越しの情報提供については、１２月と１月

に実施しており、今回の効果の比較対象には入れていな

い。 

改修後の状況を図-17,18に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※６面マルチビジョンの改修は、市販の安価な５０イン

チＴＶ液晶モニターの４面配置とし、コストを縮減 

図-17 情報端末の改修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-18 閉館後のガラス越しの情報提供 

 

本論文については、２０１２年度の、福知山河川国道

事務所 綾部国道維持出張所 管理係長の在職中に、国

道２７号に位置する道の駅「和」の情報提供施設の改善

と活用に携わった一人として報告するものである。 
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